
  

 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園情報公開関係取扱基準 

 

                  

平成１５年１０月１日 基準第４０号 

改正 平成１６年 ４月１日 基準第４２号 

平成１８年 ４月１日 基準第７９号 

令和 ７年 ４月１日 基準第 302号 

 

 

第１ 総則 

  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園（以下「のぞみの園」という｡）に

おける情報公開に関する事務は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平

成 13年法律第 140号。以下「情報公開法」という。）及び独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する施行令（平成 14 年政令第 199 号。以下「情報公開法施行令」という。）に

よるほか、この取扱基準に基づいて処理するものとする。 

 

第２ 情報公開窓口の設置 

  のぞみの園は、情報公開窓口を総務部総務課（文書管理係）に設け、開示請求に関する

相談・案内及び受付を行うものとする。 

  情報公開窓口には、情報公開の制度及び手続きに関する資料、情報公開法施行令第１２

条において事務所に備えて一般の閲覧に供する情報とされているのぞみの園の業務等に関

する資料等を備え付け、開示請求をしようとする者の便宜に供するものとする。 

 

第３ 開示請求書の受付 

１ 開示請求書の受付 

   のぞみの園は、「法人文書開示請求書」（様式第１号）の提出を受けたときは、その記

載事項及び開示請求手数料の納付を確認した上で、当該請求書を受け付けするものとし、

別紙１の「開示請求受付管理簿」に所定の事項を記載するものとする。 

   なお、のぞみの園は、様式第１号によらない開示請求であっても、それが情報公開法

第４条第１項各号に掲げる事項が記載されている書面によるものである場合は、その記

載事項及び開示請求手数料の納付を確認した上で、これを受け付けるものとする。 

２ 開示請求書の補正 

   のぞみの園は、当該請求書の記載に不備があると認められるときは、開示請求者の意

思を確認し、補正により対応するよう努めるものとする。その場合において、開示請求

者に対し文書で補正を求めるときは、「法人文書開示請求書の補正について（依頼））（様

式第２号）によるものとする。 

   また、明らかに請求先が異なる場合は、開示請求者に連絡し、当該文書を所管してい

る行政機関又は独立行政法人等を教示した上で、開示請求者が了解すれば当該請求書を

返戻し、了解しない場合は不開示の決定を行うものとする。 

３ 開示請求書の移送 

（１）のぞみの園は、のぞみの園が保有する法人文書に係る開示請求が、少なくとも次の場

合には、移送に関する協議を行うものとする。また、これ以外の場合に移送の協議をす
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ることを妨げない。 

  ア 開示請求に係る法人文書が他の行政機関又は独立行政法人等により作成されたもの 

である場合 

  イ 開示請求に係る法人文書が他の行政機関又は独立行政法人等と共同で作成されたも 

のである場合 

  ウ 開示請求にかかる法人文書に記録されている情報を公にすることにより、犯罪の予 

防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認 

める場合 

エ 上記のほか、開示請求に係る法人文書に記録されている情報の重要な部分が他の行

政機関又は独立行政法人等の事務・事業に係るものである場合 

    ただし、開示請求に係る法人文書に記録されている情報が､既に公にされ、又は公に 

する予定が明らかであると認められるときを除く。 

    また、上記ウの場合の移送の協議先は、当該法人文書に記録されている情報に関す 

る事務を所掌する行政機関の長とする。 

（２）のぞみの園は、上記（１）に基づく移送に関する協議が整った場合、当該独立行政法

人等又は行政機関に対しては「開示請求に係る事案の移送について」（様式第３号）によ

り、当該開示請求書を移送するとともに、開示請求者に対し、事案を移送した旨を、独

立行政法人等又は行政機関に移送した場合は「開示請求に係る事案の移送について（通

知））（様式第４号）により通知するものとする。 

 

第４ 開示・不開示審査及び決定 

１ 審査及び決定 

（１）のぞみの園は、「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が保有する法人

文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準（平成 15年 10月 1日方針第 40号」

に基づき、当該請求に係る法人文書に記載されている情報について､情報公開法第５条各

号に規定される不開示情報に該当するか否かを審査し､情報公開法第９条第１項に基づ

く全部若しくは－部の開示又は同条第２項に基づく全部の不開示のいずれかを決定する

ものとする。 

２ 第三者に対する意見書提出の機会の付与 

（１）のぞみの園は、当該開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体及

び開示請求者以外の者（以下「第三者」という。）に関する情報が記録されている場合で

あって、当該情報が情報公開法第５条各号に該当するか否かを判断するにあたって当該

第三者の意見を聴く必要があると認められるときは、当該第三者に対し、「法人文書の開

示請求に関する意見について（照会)」（様式第５号）により通知し、意見書の提出を求

めることができるものとする。 

（２）のぞみの園は、当該開示請求に係る法人文書に第三者に関する情報が、情報公開法第

５条各号に規定する不開示情報に該当するものであるにもかかわらず、情報公開法第５

条１号ロ若しくは同条第２号ただし書き又は第７条により開示決定をしようとするとき

は、当該第三者に対し、「法人文書の開示請求に関する意見について（照会）」（様式第６

号）により通知し、意見書の提出を求めるものとする。 

ただし、のぞみの園が合理的な努力を行ったにもかかわらず当該第三者の所在が判明

しない場合は、この限りでない。 

（３）のぞみの園は、上記（１）又は（２）により第三者の意見書の提出を求める際には、
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当該第三者に、その様式として「法人文書の開示請求に関する意見書」（様式第７号）を

示し、これにより意見の提出を求めるものとする。 

３ 開示決定の通知 

（１）のぞみの園は、開示請求に係る法人文書の全部又は－部を開示することを決定したと

きは、速やかに、開示請求者に対し、「法人文書開示決定通知書」（様式第８号）により

通知するものとする。 

この場合において、２の（２）において第三者から反対意見書が提出されているとき

は､当該第三者に対し､開示決定を行った旨を｢法人文書の開示決定について（通知）｣（様

式第９号）により通知するものとする。 

（２）のぞみの園は、開示請求に係る法人文書の全部を開示しないことを決定したときは、

速やかに、開示請求者に対し、「法人文書不開示決定通知書」（様式第１０号）により通

知するものとする。 

（３）上記の決定は､開示請求のあった日から３０日以内に行うものとする。ただし、第３の

２により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しな

いものとする。 

（４）のぞみの園は、開示請求に係る文書について、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、（３）の期限を延長し、開示請求者に対し、「開示決定等の期限の延長につ

いて（通知)」（様式第１１号）により延長後の期間及び延長の理由を通知するものとす

る。 

（５）のぞみの園は、開示請求に係る法人文書が著しく膨大であるため、開示請求があった

日から６０日以内にそのすべてについて開示決定等をすると、事務の遂行に著しい支障

が生ずるおそれがある場合は、期限の特例を決定し、開示請求者に対し、「開示決定等の

期限の特例規定の適用について（通知)」（様式第１２号）によりその旨を通知するもの

とする。 

 

第５ 開示の実施 

１ 開示の実施の方法等の申出書の確認 

   のぞみの園は、開示を受ける者から「法人文書の開示の実施方法等申出書」（様式第１

３号）（ただし、開示請求書に開示請求者が求める開示の方法が記載されている場合であ

って、その方法により開示を実施することができるときは「法人文書の開示の実施方法

等申出書」（様式第１４号)）の提出を受けたときは、その記載事項及び開示実施手数料

の納付を確認した上で、当該申出書を受け付けるものとする。開示決定に基づき法人文

書の開示を受けた者から、「法人文書の更なる開示の申出書」（様式第１５号）により更

なる開示の申出書の提出を受けたときも同様とする。 

２ 開示の実施の方法 

   のぞみの園は、法人文書の開示を、次の方法により実施するものとする。ただし、の

ぞみの園は、閲覧の方法による法人文書の開示について、当該法人文書の保存に支障を

生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、写しの交付

の方法により行うことができる。 

   なお、のぞみの園は、法人文書の部分開示を行う場合にあっては、不開示情報に係る

部分を黒塗りした写しを作成するなど、適切な方法でこれを行うものとする。 

  

① 次の左欄に掲げる文書又は図面の閲覧の方法は、それぞれ次の右欄に定めるものを閲
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覧するものとする。 

 

ア 文書又は図面（イに該当

するものを除く。）  

 当該文書又は図面 

  

イ 写真フィルム  当該写真フィルムを印画紙（縦８９ミリメートル、横 １

２７ミリメートルのもの又は縦２０３ミリメートル、横２５

４ミリメートルのものに限る。以下同じ｡）に印画したもの 

 

② 次の左欄に掲げる文書又は図面の写しの交付は、それぞれ次の右欄に定めるものを 

交付するものとする。 

 

ア 文書又は図面（イに該

当するものを除く。） 

 当該文書又は図面を複写機により日本工業規格Ａ列３番

（以下「Ａ３判」）という｡）以下の大きさの用紙にモノクロ

又はカラーで複写したもの。 

ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しく

は図面を複写機によりＡ１判若しくは日本工業規格Ａ列２番

（以下「Ａ２判」という｡）の用紙に複写したもの又は当該文

書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印刷した

もの 

イ 写真フィルム  当該写真フィルムを印画紙に印刷したもの 

ウ ＦＤ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶ

Ｄ－Ｒ 

スキャナで読み取ってできた電子データを、フレキシブル

ディスクカートリッジ（以下「ＦＤ」という。）、コンパクト

ディスクレコーダブル（以下「ＣＤ－Ｒ」という。）又はデジ

タルバーサティルディスクレコーダブル（以下「ＤＶＤ－Ｒ」

という。）に複写したもの 

エ インターネット利用 スキャナで読み取ってできた電子データを、インターネッ

トを利用して開示するもの 

 

 

③ 次の左欄に掲げる電磁的記録についての情報公開法第１５条第２項に定める方法は、

それぞれ次の右欄に定める方法によるものとする。 
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ア 録音テープ又は録音デ

ィスク 

 次に掲げる方法 

 ａ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再

生したものの聴取 

  

ｂ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテー

プ（日本工業規格Ｃ５５６８に適合する録音時間１２０

分のものに限る｡）に複写したものの交付 

 

 

 

イ ビデオテープ  次に掲げる方法 

 ａ 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視

聴 

 

 ｂ 当該ビデオテープをビデオカセットテープ（日本工業

規格Ｃ５５８１に適合する記録時間１２０分のものに限

る。以下同じ｡）に複写したものの交付 

 

ウ 電磁的記録 次に掲げる方法 

 ａ 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に出力し

たものの閲覧 

  

ｂ 当該電磁的記録を専用機器（開示を受けるものの閲覧

又は視聴の用に供するために備え付けられているものに

限る｡別表六項ロにおいて同じ。）により再生したものの

閲覧又は視聴 

  

ｃ 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に出力し

たものの交付 

  

ｄ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカ－トリッジ

（日本工業規格Ｘ６２２３に適合する幅９０ミリメート

ルのものに限る｡別表の５項ニにおいて同じ。）に複写し

たものの交付 

  

e 用紙にカラーで出力したものの交付 

 

f ＤＶＤ－Ｒに複写したものの交付 
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第６ 手数料の納付 

１ 手数料の額 

（１）情報公開法第１７条第２項の手数料の額は、次の左欄に掲げる手数料の区分に応じ、

それぞれ次の右欄に定める額とする。 

ア 開示請求に係る手数料

（以下「開示請求手数料」

という。） 

 当該請求に係る法人文書 1 件につき３００円（ただし、当

該開示請求が、他の行政機関の長又は独立行政法人等から移

送されたものである場合は、行政機関に開示請求があったも

のについては、３００円に達するまでは無料とし、独立行政

法人等に開示請求があったものについては当該開示請求者が

当該独立行政法人等に納付した手数料相当額を控除した額｡） 

イ 開示実施手数料  開示を受ける法人文書１件につき、別表の左欄に掲げる法

人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法

に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額（複数の実施の方法

により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下「基

本額」という｡） 

 ただし、基本額（情報公開法第１５条第５項の規定により

更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の

基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額｡）が

３００円に達するまでは無料とし、３００円を超えるとき（同

項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実

施を求めた際の基本額が３００円を超えるときを除く。）は当

該基本額から３００円を減じた額とする。 

 

（２）開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請

求書によって行うときは、上記（１）アの適用については、当該複数の法人文書を１件

の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合に

おける上記（１）イただし書の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に

係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基

本額を準次加えた額を基本額とみなす。 

 ① 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書 

 ② ①に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書 

２ 手数料の納付方法 

   開示請求手数料及び開示実施手数料は、のぞみの園の事務所において現金を納付する

ものとする。 

３ 手数料の減免 

（１）のぞみの園は、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付

する資力がないと認めるときは、開示請求１件につき２０００円を限度として、開示実

施手数料を減額し、又は免除することができる。 

（２）（１）の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、１による開

示の実施の申出書を提出する際に、併せて「開示実施手数料の減額（免除）申請書」（様

式第１６号）をのぞみの園に提出するものとする。 
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（３）（２）の申請書には、申請人が生活保護法 （昭和 25 年法律第 144 号） 第１１条第１

項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該事実を証する書

面を添付させるものとする。 

（４）のぞみの園は、開示実施手数料の減額又は免除を行うことを決定したときは、「開示実

施手数料の減額（免除）決定通知書」（様式第１７号）により、減額又は免除を認めない

ことを決定したときは「開示実施手数料の減額（免除）について」（様式第 １８号）に

より、申請者に対し速やかに通知するものとする。 

（５）（１）によるもののほか、のぞみの園は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施

の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方

法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができるものとする。 

 

第７ 異議申し立て 

１ 不服申し立て 

（１）のぞみの園は、開示決定等について不服がある者から、行政不服審査法（昭和３７年

法律第１６０号）に基づく異議申し立てを受けたときは、意義申立書の記載事項につい

て確認した上で受け付けるものとする。 

（２）のぞみの園は、当該意義申立書の記載について補正を要する場合は、申立者に対し、

行政不服審査法第２１条及び第４８条により相当の期間を定めて補正を求めるものとす

る。 

（３）のぞみの園は、開示決定に反対する者から異議申立があった場合は、行政不服審査法

第３４条及び第４８条に基づき、必要に応じ、開示の実施を執行停止する。 

２ 情報公開審査会への諮問 

（１）開示決定等について異議申立があったときは、のぞみの園は、次の各号のいずれかに

該当する場合を除き、「諮問書」（様式第 １９号）により情報公開審査会に諮問するもの

とする。 

  ア 異議申立が不適法であり、却下するとき。 

イ 決定で、異議申立に係る開示決定等を取り消し又は変更し、当該異議申立に係る法

人文書の全部を開示するとき、ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出さ

れているときを除く。 

（２）のぞみの園は、情報公開審査会に諮問したときは、情報公開法第１９条第１号から第

３号に掲げる者に対し、「情報公開審査会への諮問について（通知）」（様式第２０号）に

より諮問した旨を通知するものとする。 

３ 決定 

（１）のぞみの園は､開示決定等に係る異議申立に対し､行政不服審査法第４７条に基づき、

決定を行うものとする。この場合において、当該異議申立につき、情報公開審査会に諮

問したときは、情報公開審査会から出された答申を踏まえて決定を行うものとする。 

（２）のぞみの園は、当該異議申立について理由があると認めるとき（情報審査会の答申に

おいて理由があると認められたときを含む）は、当該開示決定等の全部又は－部を取り

消し、又はこれを変更するものとする。 

 

 

附 則 

  この基準は、平成１５年１０月１日から施行する。 
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附 則 

  この基準は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この基準は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

別表（開示実施手数料） 

 

法人文書の種類 開示の実施の方伝 開示実施手数料の額 

１ 文書又は図面（この項から 

２の項に該当するものを除

く。） 

イ 閲覧 

 

 

ロ 撮影した写真フィルムを印

画紙に印画したものの閲覧 

 

ハ 複写機で用紙にモノクロで

複写したものの交付 

 

 

ニ 複写機で用紙にカラーで複

写したものの交付 

 

 

 

ホ 撮影した写真フィルムを印

画紙に印画したものの交付 

 

 

 

 

ヘ スキャナで電子化しフレキ

シブルディスクカートリッジ

（以下「ＦＤ」という。）に複

写したものの交付 

 

ト スキャナで電子化しコンパ

クトディスクレコーダブル

（以下「ＣＤ―Ｒ」という。）

に複写したものの交付 

 

チ スキャナで電子化しデジタ

ルバーサティルディスクレコ

ーダブル（以下「ＤＶＤ―Ｒ」

１００枚までことにつき１０

０円 

 

１枚につき１００円に１２枚

までごとに７６０円を加えた額 

 

用紙１枚につき１０円（Ａ２

判については４０円、Ａ１判に

ついては８０円） 

 

用紙１枚につき２０円（Ａ２判

については１４０円、Ａ

１判については１８０

円） 

 

１枚につき１２０円（縦２０

３ミリメートル、横２５４ミリ

メートルのものについては、５

２０円）に１２枚までごとに７

６０円を加えた額 

 

ＦＤ１枚につき５０円に文

書・図画１枚ごとに１０円を加

えた額 

 

 

ＣＤ―Ｒ１枚につき１００円

に文書・図画１枚ごとに１０円

を加えた額 

 

 

ＤＶＤ―Ｒ１枚につき１２０

円に文書・図画１枚ごとに１０

円を加えた額 
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という。）に複写したものの交

付 

 

リ スキャナで電子化したもの

のオンラインによる交付 

 

 

 

文書・図画１枚につき１０円 

 

２ 写真フィルム イ 印画紙に印画をしたものの

閲覧 

 

ロ 印画紙に印画をしたものの

交付 

１枚につき１０円 

 

 

１枚につき３０円（縦２０３ミ

リメートル、横２５４ミリメー

トルのものについては、４３０

円） 

３ 録音テープ及び録音ディス

ク 

 

イ 専用機器により再生したも

のの聴取 

ロ 録音カセットテープに複写

したものの交付 

１巻につき３００円 

 

１巻につき６００円 

４ ビデオテープ又はビデオデ

ィスク 

 

イ 専用機器により再生したも

のの聴取 

 

ロ ビデオカセットテープに複

写したものの交付 

１巻につき２９０円 

 

 

１巻につき５８０円 

５ 電磁的記録 

（３の項、４の項に該当するも

のを除く） 

 

イ 用紙に出力したものの閲覧 

 

 

ロ 専用機器により再生したも

のの閲覧 

 

ハ 用紙にモノクロで出力した

ものの交付 

 

ニ 複写機で用紙にカラーで出

力したものの交付 

 

ホ ＦＤに複写したものの交付 

 

 

ヘ ＣＤ－Ｒに複写したものの

交付 

 

 

ト ＤＶＤ－Ｒに複写したもの

の交付 

 

 

チ オンラインによる交付 

用紙１００枚までごとにつき

２００円 

 

１ファイルごとにつき４１０

円 

 

用紙１枚につき１０円 

 

 

用紙１枚につき２０円 

 

 

１枚につき５０円に １ファ

イルごとに２１０円を加えた額 

 

１枚につき１００円に １フ

ァイルごとに２１０円を加えた

額 

 

１枚につき１２０円に １フ

ァイルごとに２１０円を加えた

額 

 

１ファイルごとにつき２１０円 

備考 １の項ハ、同ニ、又は５の項ハ、同ニ、の場合において、両面印刷を用いるときは、片面を１

枚として額を算定する。 
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行政文書 補正依頼 回送先 移送先機関名移送通知日移送通知日
氏名又は名称 対象文書 ファイル名 関 係 名 書通知日 機関名 （連絡先含む） （移送先機関） （申請者）

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

開示決定等

意 見 書 意見書 意見書の内容 10条2項延期 11条期間の特例 最終決定等 更なる開示
提出期限 受理日 賛・否・一部賛 通知日 通知日 期日日 申出受理日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

有・無

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

有・無

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

有・無

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

有・無

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

有・無

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

有・無

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

有・無

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

有・無

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

有・無

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日

年 月
日 年 月 日

有・無

別紙１

開　　示　　請　　求　　受　　付　　管　　理　　簿

受付番号 受付年月日 開示請求者の 住所・居所 連絡先 開示請求
法人文書ファイル名

所属部局
回　　送 移　　送

補正期限日 補正事実 補正日 回送日

開示決定等の延期 開　示　の　実　施 手続終了原因・日付

大分類 中分類 小分類 補正依頼日付
受付職員名

補　　　　正

訴訟 備考
通知日 通知先 延長後期日 決定通知日申請書提出日開示実施日 開示方法

第三者保護

執行停止通知日開示実施日 原因 終了年月日 申立日付

不服申立て
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様式第1号 

法人文書開示請求書 

独立行政法人                                       年   月    日 

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

     理事長               殿 

                    氏名又は名称： （法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名） 

                                                                             

                    住所又は居所：  (法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地) 

                    〒                                   TEL     (      )     

                    連絡先：(連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号) 

                                                                             

 

  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第４条第１項の規定に基づき、

下記のとおり法人文書の開示を請求します。 

 

                                       記 

１  請求する法人文書の名称等 

 (請求する法人文書が特定できるよう、法人文書の名称、請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載し

てください。) 

 

２  求める開示の実施の方法等(本欄の記載は任意です。) 

ア  事務所における開示の実施を希望する。 

    ＜実施の方法＞    ①  閲覧  ②  写しの交付  ③  その他(                           ) 

    ＜実施の希望日＞                                  

イ 写しの送付を希望する 

 

 

開示請求手数料 

（1件300円） 

 

手数料の納付方法につきましては、裏面の「開示請求

手数料の納付について」をご覧下さい。 

  (受付印欄) 

＊この欄は記入しないでください。 

 担当課  

備 考  
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「法人文書開示請求書」(裏面) 

 

 

＜記載に当たっての注意事項＞ 

１  「氏名又は名称」「住所又は居所」 

  個人で開示請求をする場合は、あなたの氏名、住所又は居所を、法人その他の団体の場合に

あっては、その名称と代表者の氏名及び所在地を記載してください。 

  ここに記載された住所及び氏名により、開示決定通知等を行うことになりますので、正確に

記入願います。 

  連絡等を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。 

 

２  「連絡先」 

  連絡等を行う場合に、「氏名又は名称」欄に記載された本人と異なる方に行う必要があると

きは、連絡担当者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。 

 

３  「請求する法人文書の名称等」 

    開示を請求する法人文書について、その名称、お知りになりたい情報の内容等をできる限り具

体的に記載してください。 

 

４  「求める開示の実施の方法等」 

    請求される法人文書について開示決定がされた場合に、開示の実施の方法、事務所における開

示を希望される場合の希望日についてご希望がありましたら、記載してください。 

   なお、開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「法人文書の開示の実

施方法等申出書」により申し出ることができます。 

 

＜開示請求手数料の納付について＞ 

    開示請求を行う場合には、1件の法人文書について300円を総務部総務課に納付していただくこ

ととなっています。 
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様式第２号                                                           

   第     号 

                                                                年  月  日 

法人文書開示請求書の補正について(依頼) 

 

 

                    様 

      (開示請求者)  

           独立行政法人 

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

                         理事長              印 

 

  年  月  日付けの法人文書開示請求書(第 号、写しを同封しています。)について、

下記のとおり要件に不備な部分がありますので、下記のとおり補正されるよう依頼します。 

なお、下記４の期限までに補正がなされない場合には、補正の意思がないものとして扱わせ

ていただきます。 

                                       記 

１  補正の対象となる事項 

□ 開示請求手数料が納付されていないか、又は納付額が不足しています。 

     納付に必要な追加額：            円 

□ 法人文書開示請求書の記載に、次のような不備があります。 

 

２  補正の方法 

(1) 開示請求手数料の未納付又は納付額の不足の場合 

          円分を下記３の提出先に現金を持参してください。 

(2) 記載事項に不備がある場合 

同封の法人文書開示請求書の写しを訂正の上、３の提出先に郵送し、又は持参して 

ください。 

 

３  補正に必要な文書等の提出先 

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 総務部総務課 

〒370-0865 群馬県高崎市寺尾町２１２０－２ 

 

４  補正に必要な文書等の提出等の期限 

           年    月    日 

 

＊  担当課等 
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様式第３号                                                                  

  第     号 

                                                                 年  月  日 

  

                    殿 

  (他の独立行政法人等又は行政機関の長)  

独立行政法人 

                                             国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

                                                        理事長                 印 

 

開示請求に係る事案の移送について 

 

     年  月  日付けで開示請求のあった事案について、独立行政法人等の保有する情報の公開に

関する法律第１２条第１項又は第１３条第１項の規定により、下記のとおり移送します。 

 

                                           記 

 

開示請求に係る法

人文書又は行政文

書名 

 

請求者名等 氏名： 

住所： 

電話番号： 

添付資料等名 ・開示請求書 

・移送前に行った行為の概要記録 

・ 

・ 

・ 

備   考 (複数の他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送する場合には、その旨) 

＜連絡先＞ 

                                                    所属： 

                                                    担当者:                (内線：    ) 

                                                    TEL: 

                                                    FAX: 

                                                    E-Mail: 
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様式第４号                                                                  

  第     号 

                                                                年  月  日 

  

                    様 

     (開示請求者)  

独立行政法人 

                                           国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

                                            理事長                 印 

 

開示請求に係る事案の移送について(通知) 

 

  平成  年  月  日付けで開示請求のありました事案について、下記のとおり移送しましたの

で、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第１２条第１項又は第１３条第１項の

規定により、通知します。 

                                           記 

 

開示請求に係る法

人文書又は行政文

書名 

 

移送年月日    年   月   日 

移送先の独立行政

法人等又は行政機

関の長 

(連絡先) 

 部局課室名： 

 担当者名： 

 所在地： 

 電話番号： 

移送の理由  

    備   考 １ 標記の移送した事案に係る開示決定等及び開示の実施は、移送先の独立行政法人等又は

行政機関の長が行うこととなります。 

２ 複数の独立行政法人等又は行政機関の長に移送が行われた場合(自らも開示決定等を行

う場合を含む。)には、開示実施手数料の３００円の控除措置については、開示決定等が早

く行われた法人文書又は行政文書に係る開示実施手数料から順次控除措置を取ることにな

ります。 

                                             ＜担当課等＞ 
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様式第５号                                                                  

  第     号 

                                                                 年  月  日 

 

法人文書の開示請求に関する意見について（照会） 

 

 

                     様 

       (第三者)  

独立行政法人 

                     国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

理事長                印 

 

        に関する情報が記録されている下記の行政文書について、独立行政法人等の保有する

情報の公開に関する法律第４条の規定に基づく開示請求があり、当該法人文書について開示決

定等を行う際の参考とするため、同法第１４条第１項の規定に基づき、御意見を伺うこととし

ました。 

  つきましては、当該法人文書を開示することにつき御意見があるときは、同封の「法人文書

の開示に関する意見書」を御提出いただきますようお願いいたします。 

  なお、提出期限までに同意見書の御提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り

扱わせていただきます。 

                                       記 

１  開示請求のあった法人文書の名称 

 

 

２  開示請求の年月日            年    月    日（   ） 

 

３  上記法人文書に記録されている           に関する情報の内容 

 

４  意見書の提出先 

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 総務部総務課 

〒370-0865 群馬県高崎市寺尾町２１２０－２ 

 

５  意見書の提出期限 

          年    月    日（   ） 

 

＊担当課等 
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様式第６号                                                                  

  第     号 

                                                                年  月  日 

  

法人文書の開示請求に関する意見について（照会） 

 

 

                    様 

       (第三者)  

        独立行政法人 

                                    国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

理事長                 印 

 

        に関する情報が記録されている下記の法人文書について独立行政法人等の保有する

情報の公開に関する法律第４条の規定による開示請求があり、開示決定を行いたいと考えてい

ます。 

  つきましては、同法第１４条第２項に基づき、御意見を伺いますので、当該法人文書を開示

することについて御意見がある場合は、同封した「法人文書の開示に関する意見書」を御提出

いただきますようお願いいたします。 

  なお、提出期限までに同意見書の御提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り

扱わせていただきます。 

                                       記 

１  開示請求のあった法人文書の名称 

 

２  開示請求の年月日           年    月    日（   ） 

 

３  法第１４条第２項第１号又は第２号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由 

 

４  上記法人文書に記録されている          に関する情報の内容 

 

５  意見書の提出先 

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 総務部総務課 

〒370-0865 群馬県高崎市寺尾町２１２０－２ 

 

６  意見書の提出期限           年    月    日（   ） 

 

＊担当課等 
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様式第７号 

                                                             年   月    日 

 

法人文書の開示に関する意見書 

 

独立行政法人  

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

     理事長              殿 

 

                            氏名又は名称 

                            住所又は居所 

                            連絡先電話番号 

 

 

        年    月   日付けで照会のあった下記の法人文書の開示について、次のと

おり意見を提出します。 

 

                                       記 

１  照会のあった法人文書の名称 

 

 

２  意見 

(1) 上記法人文書の開示による支障(不利益)の有無 

 

 

 

(2) 支障(不利益)の具体的内容 
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様式第８号                                                               

    第     号 

                                                               年  月  日 

法人文書開示決定通知書 

 

                    様 

      (開示請求者)  

       独立行政法人 

                                          国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

                                      理事長                印 

 

 

       年   月   日付けの法人文書の開示請求（第  号）について、独立行政法人等

の保有する情報の公開に関する法律第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり、開示するこ

ととしましたので通知します。 

                                       記 

１  開示する法人文書の名称 

 

２  不開示とした部分とその理由 

 

  この決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条(第6条)に基づき、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に独立行政法人国立重度知的障害

者総合施設のぞみの園理事長に対して審査請求(異議申立て)をすることができます。 

 

３  開示の実施の方法等 

 (1)  開示の実施の方法等               ＊裏面の説明事項をお読みください。 

法人文書の種類 

・数量等 

 

開示の実施の方法 

算定基準（独立行政法人等

の保有する情報の公開に

関する法施行令別表第１

参照） 

法人文書全体につい

て開示の実施を受け

た場合の基本額 

開示実施手数料 

（基本額―開示請求手

数料３００円） 

     

 (2)  事務所における開示を実施することができる日時、場所 

 

 (3)  写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料(見込額) 

 

＊担当課等 
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＜説明事項＞ 

１ 「開示の実施の方法等」の選択について 

開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から 30 日以内に、同封した「法人文書の開示の実施

方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園総務部総務課あて

申出を行ってください。 

開示の実施の方法は、3(1)「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。必要な部分の

みの開示を受けること(例えば、100 頁ある文書について冒頭の 10 頁のみ閲覧する等)や部分ごとに異なる方法を選択

すること(冒頭の 10 頁は「写しの交付」を受け、残りは閲覧する等)もできます。一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分

の写しの交付を受けることもできます(ただし、その場合は、最初に閲覧を受けた日から30日以内に、別途「法人文書の

更なる開示の申出書」を提出していただく必要があります。)。 

事務所における開示の実施を選択される場合は、3(2)「事務所における開示を実施することができる日時、場所」に

記載されている日時から、御希望の日時を選択してください。記載された日時に都合がよいものがない場合は、お手数

ですが、「４ 担当課等」に記載した担当まで御連絡ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、「法

人文書の開示の実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の３日前には、当方に届くように御提出願います。 

また、写しの送付を希望される場合は、「法人文書の開示の実施方法等申出書」にその旨を記載してください。 

なお、この場合は、開示実施手数料のほかに、郵送料(郵便切手)が必要になります。 

２ 開示実施手数料の算定について 

（１）手数料額の計算方法 

開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額(複数の実施の

方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、その額が 300 円までは無料、300 円を超える場合は当該額から

300円を差し引いた額となります。 

(例：いずれも片面印刷の場合) 

   150頁ある法人文書を閲覧する場合：100枚までごとにつき 100円 →  基本額 200円 →  手数料は無料 

   150頁ある法人文書の写しの交付を受ける場合：用紙１枚につき 20円 →  基本額 3000円 →  手数料は 2700円 

   150頁ある法人文書のうち 100頁を閲覧し、10頁について写しの交付を受ける場合(残りの 40頁は開示を受けない)： 

      閲覧に係る基本額 100円  ＋  写しの交付に係る基本額 200円  ＝  計 300円  →  手数料は無料 

（２）手数料の減免 

生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる方については、開示請求 1

件につき 2000円を限度として、手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免除を受けたい方は、「開示

実施手数料の減額(免除)申請書」を提出してください。 

（３）手数料の納付 

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園総務部総務課に直接来所の上、「法人文書の開示の実施方法等申出

書」を提出される場合には、現金で納付してください。 

３ 不開示部分に係る不服申立て等 

今回の決定に不服がある場合には、行政不服審査法(昭和 37年法律第 160号)第 6条の規定により、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して 60日以内に、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長

に対して異議申立てをすることができます。 

４ 開示の実施について 

事務所における開示の実施を選択され、その旨「法人文書の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場合は、

開示を受ける当日、事務所に来られる際に、本通知書をご持参ください。 

※ 開示の実施の方法等、開示実施手数料の算定・納付方法、不服申立ての方法等について、御不明な点等がございま

したら、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園総務部総務課 ℡ ０２７－３２５－１５０１（内線３０１

３）までお問い合わせください。 
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様式第９号                                                                  

  第     号 

                                                                年  月  日 

  

法人文書の開示決定について（通知） 

 

 

                     様 

(反対意見書を提出した第三者)  

独立行政法人 

                                            国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

理事長                印 

 

 

          から      年    月    日付けで「法人文書の開示に関する意見書」の提出があ

りました法人文書については、下記のとおり開示決定しましたので、独立行政法人等の保有す

る情報の公開に関する法律第１４条第３項の規定に基づき通知します。 

 

                                       記 

１  開示決定した法人文書の名称 

 

 

 

２  開示することとした理由 

 

 

 

３  開示を実施する日 

 

 

 

 

 

  この決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条(第6条)に基づき、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に独立行政法人国立重度知的障害

者総合施設のぞみの園理事長に対して異議申立てをすることができます。 
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様式第10号                                                                  

  第     号 

                                                                年  月  日 

  

法人文書不開示決定通知書 

 

                     様 

      (開示請求者)  

          独立行政法人 

                                            国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

   理事長                 印  

 

 

      年  月  日付けの法人文書の開示請求（第 号）について、独立行政法人等

の保有する情報の公開に関する法律第９条第２項の規定に基づき、下記のとおり、開

示しないことと決定しましたので通知します。 

 

                                       記 

 

１  不開示決定した行政文書の名称 

 

 

 

２  不開示とした理由 

 

 

 

 

 

 

  この決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条(第6条)に基づき、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に独立行政法人国立重度知的障害

者総合施設のぞみの園理事長に対して審査請求(異議申立て)をすることができます。 
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様式第11号                                                                  

  第     号 

                                                                年  月  日 

  

開示決定等の期限の延長について（通知） 

 

 

                    様 

      (開示請求者)  

独立行政法人 

                                            国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

理事長                印 

 

 

      年  月  日付けの法人文書の開示請求（第 号）については、下記のとおり、 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第１０条第２項の規定に基づき、

開示決定等の期限を延長することとしましたので通知します。 

 

                                       記 

 

１  開示請求のあった法人文書の名称 

 

 

 

２  延長後の期間 

 

 

 

３  延長の理由 

 

 

 

 

 

 

＊  担当課等 
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様式第12号                                                                  

  第     号 

                                                                年  月  日 

  

開示決定等の期限の特例規定の適用について（通知） 

 

 

                    様 

      (開示請求者)  

独立行政法人 

                                            国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

理事長                印 

 

 

      年  月  日付けの法人文書の開示請求（第 号）については、下記のとおり、

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第１１条の規定（開示決定等の期

限の特例）を適用することとしたので通知します。 

 

                                       記 

 

１  開示請求のあった行政文書の名称等 

 

 

 

２  法第１１条の規定（開示決定等の期限の特例）を適用することとした理由 

 

 

 

３  開示決定等する期限 

   （     年  月  日までに可能な部分について開示決定等を行い、残りの部分については、

     次に記載する時期までに開示決定等する予定です。） 

 

             年    月    日（   ） 

 

 

 

＊  担当課等 
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様式第13号                                            

       年   月    日 

 

法人文書の開示の実施方法等申出書 

独立行政法人 

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

  理事長              殿 

                                  氏名又は名称 

                                  住所又は居所 

                                  連絡先電話番号 

 

  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第１５条第３項の規定に基づき、下記の

とおり申出をします。 

                                       記 

１ 法文書開示請求書の受付番号 

 

２  法人文書開示決定通知書の番号等 

    日付   

    文書番号  

３  求める開示の実施の方法 

    下表から実施の方法を選択し、該当するものに○印を付してください。 

法人文書の名称 種類・量                    実  施  の  方  法 

  １ 

 

①全部 

②一部（                              ） 

２ ①全部 

②一部（                              ） 

 

４  開示の実施を希望する日 

      年  月  日(  ) 午前・午後  時頃 

 

５  「写しの送付」の希望の有無      有  ：同封する郵便切手の額        円 

                                    無 

 

 

   ＊担当課等 
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様式第14号                                                

   年   月    日 

 

法人文書の開示の実施方法等申出書 

 

独立行政法人 

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

    理事長                殿 

                                    氏名又は名称 

                                    住所又は居所 

                                    連絡先電話番号 

 

   法人文書開示決定通知書(     年   月   日付け     第     号)により通知の

ありました法人文書について、既報のとおり開示を受けるので、独立行政法人等の保

有する情報の公開に関する法律第１５条第３項及び同施行令第９条第２項の規定に基

づき、申出をします。 

 

○  開示実施手数料 

 

 

 

 

 

 

○  写しの送付による場合：同封する郵便切手の額          円分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊担当課等 
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様式第15号                                             

   年   月    日 

 

法人文書の更なる開示の申出書 

 

独立行政法人 

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

     理事長                殿 

                                  氏名又は名称 

                                  住所又は居所 

                                  連絡先電話番号 

 

  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第１５条第５項の規定に基づき、

下記のとおり申出をします。 

 

                                        記 

１  更なる開示を求める法人文書の名称 

 

 

２  開示決定通知書の日付及び文書番号 

          年    月    日付け     第      号 

 

３  最初に開示を受けた日 

         年    月   日 

 

４  更なる開示の実施の方法等 

   (事務所における開示の実施を受ける場合は、その希望日。写しの送付を希望する場合は、その旨) 

 

 

 

  * 法人文書の同じ部分について、最初に開示を受けた開示の実施の方法と同じ方法による

開示の実施を受けることはできません。 
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様式第1６号                                               

    年   月    日 

 

開示実施手数料の減額（免除）申請書 

 

独立行政法人 

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

    理事長                殿 

                                  氏名又は名称 

                                  住所又は居所 

                                  連絡先電話番号 

 

  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第１５条第３項の規定に

基づき、下記のとおり、法人文書の開示実施手数料の減額（免除）を申請します。 

 

                                        記 

１  開示決定のあった行政文書の名称等 

 

 

   (開示決定通知書の日付・番号：                                   ) 

 

２  減額（免除）を求める額 

 

 

３  減額（免除）を求める理由 

①  生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第   号に掲げる扶助を受けて

おり、手数料を納付する資力がないため。 

 

②  その他 

 

(注)  ①又は②のいずれかに○印を付してください。 

①に○を付した場合は、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付

してください。 

   ②に○を付した場合は、その理由を具体的に記載するとともに、その事実

を証明する書面を添付してください。 
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様式第17号                                                                  

  第     号 

                                                                年  月  日 

  

開示実施手数料の減額（免除）決定通知書 

 

 

                     様 

        (開示請求者)  

独立行政法人 

                                          国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

理事長              印  

 

        年    月     日付けで請求のありました開示実施手数料の減額（免除）申

請について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第１７条第３項の規

定に基づき、下記のとおり、減額（免除）することとしましたので通知します。 

 

                                          記 

 

１  対象となる法人文書の名称とその開示の実施方法 

 

    法人文書の名称： 

 

    開示の実施の方法： 

 

 

 

２  開示実施手数料を減額（免除）する額 
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様式第18号                                                           

  第     号 

                                                                年  月  日 

  

開示実施手数料の減額（免除）について 

 

 

                      様 

        (開示請求者)  

独立行政法人 

                                            国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

理事長                印 

 

        年    月    日付けで請求のありました開示実施手数料の減額（免除）申

請については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に規定する減額（免

除）理由に該当しませんので通知します。 

 

                                          記 

 

１  対象となる法人文書の名称とその開示の実施方法 

 

    法人文書の名称： 

 

    開示の実施の方法： 

 

 

２  減額（免除）を求める開示実施手数料の額 

 

３  減額（免除）が認められない理由等 

 

 

 

(注1) 開示の実施を受ける場合には、上記２の開示実施手数料の追納が必要です。 

(注2) この決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条

(第6条)に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以

内に独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長に対して異

議申立てをすることができます。  
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様式第19号 

第  号 

   年  月  日 

 

諮     問     書 

 

 

  情報公開審査会   殿 

 

独立行政法人 

                                       国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

理事長         印 

 

 

  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第９条の規定に基づく開

示決定等について、別紙のとおり不服申立てがあったので、同法第１８条の規

定に基づき、諮問します。 
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(別紙) 

１ 不服申立てに係る法

人文書の名称 

 

２ 不服申立てに係る開

示決定等 

  (開示決定等の種類) 

  □開示決定 

  □部分開示決定 

   (該当不開示条項) 

  □不開示決定 

   (該当不開示条項) 

(1)  開示決定等の日付、記号番号 

 

(2)  開示決定等をした者 

 

(3)  決定の概要 

３ 不服申立て 

 (不服申立ての種類) 

  □審査請求 

  □異議申立て 

(1)  不服申立日 

 

(2)  不服申立人 

 

(3)  不服申立の趣旨 

 

 

４  諮問の理由  

５  参加人等 (法第19条各号に規定する者の氏名) 

６  添付書類 ①  法人文書開示請求書(写し) 

②  法人文書開示決定等通知書(写し) 

③  不服申立書(写し) 

④  理由説明書 

⑤  その他参考資料(第三者からの反対意見書等) 

(注1)２の(開示決定等の種類)については、該当する開示決定等の□をチェックすること。 

また、部分開示決定又は不開示決定の場合は、該当不開示条項(法第5条各号、第8条又は

文書不存在)を記載すること。 

(注2)３の(不服申立ての種類)については、該当する不服申立ての□をチェックすること。 

(注3)４の(諮問の理由)については、例えば、「原処分維持が適当と考えるため。」、「全部

開示とすることが適当と考えるが、第三者の反対意見書が提出されているため。」など、

諮問を必要とする理由を簡潔に記述すること。 
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様式第20号                                                                  

  第     号 

                                                                年  月  日 

                    様 

       (意義申立人)  

独立行政法人 

                                          国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

理事長               印 

 

情報公開審査会への諮問について(通知) 

 

  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示決定等に対する次

の不服申立てについて、同法第１８条の規定により情報公開審査会に諮問したので、

同法第１９条の規定により通知します。 

 

１ 不服申立てに係る法

人文書の名称 

 

２ 不服申立てに係る開

示決定等 

 

３  不服申立て 

  (不服申立ての種類) 

□審査請求 

□異議申立て 

(1)  不服申立日 

 

(2)  不服申立ての趣旨 

４  諮問日・諮問番号    年   月   日・平   諮問     号 

                        担当課等： 

                                   〒370-0865  群馬県高崎市寺尾町２１２０－２ 

                                    Tel：０２７－３２５－１５０１ 

 

(注1)「２  意義申立てに係る開示決定等」の欄については、開示決定等の日付・記号番号、

開示決定等をした者、開示決定等の種類（ 開示決定、部分開示決定又は不開示決定）を

記載すること。 

(注2) ３の（不服申立ての種類）については、該当する不服申立ての□をチェックすること。 

(注3) ４の「諮問番号」は、情報公開審査会が付す番号である。 
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